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協議第１０号 

 

相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）について 

 

 相模原市・藤野町合併市町村基本計画（素案）について、次のとおり協議を求める。 

 

  平成１７年８月８日提出 

 

                   相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫 

 

 



 

 
 
 
 

 
（素案 その１）

 
 

Ⅰ まちづくりの基本方針 

 

１ 新市の将来像 

新市は首都東京から約 30～60ｋｍに位置することから、東部では急速な都市化が進み、

首都圏における広域的な役割を担う拠点都市として発展してきました。一方、西部は相

模湖、奥相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖などにより神奈川県の重要な水源地域となってお

り、丹沢大山国定公園や県立自然公園に指定されるなど豊かな自然環境を有しています。

今後は、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備により、広域的な交流拠点としての更

なる発展の可能性が高まっていることから、東部においては様々な交流・活動の場とな

る中心市街地の活性化を図るとともに新しい拠点づくりに努め、西部においては地域特

性を生かした観光や芸術などを通じてやすらぎと憩いの場を提供していくことが必要で

す。 
このため、広域交流拠点としての機能の充実を図りつつ、水源地域を保全・活用し、

豊かな自然環境と共生した都市基盤の整備や産業の振興を推進することにより、自然と

産業が共存する活力ある地域として更に自立した都市づくりを進めるとともに、住民一

人ひとりが主体となり、将来にわたって安心して質の高い市民生活を実現できるまちづ

くりを目指します。 
 
 

『『   自自然然とと産産業業がが調調和和しし  人人とと人人ががふふれれああうう   
活活力力ああるる自自立立分分権権都都市市  相相模模原原   』 

  
～～  森森がが育育むむ水水のの力力  水水ががそそだだててるるままちちのの力力  

  ままちちににいいききづづくく人人のの力力 地地域域のの力力とと魅魅力力をを活活かかししたたままちちづづくくりり  ～～

 
 
 

 
 
 
 
 

２ まちづくりの考え方 

地方分権時代にふさわしい新市を創っていくためには、合併による行政区域の拡大に

伴い、地域に根ざしたきめ細かなまちづくりを進めることが今まで以上に必要になりま

 



すが、都市を経営するという視点に立って、協働と分権によるまちづくりを進めるとと

もに、効率的・効果的な行財政運営を推進することが不可欠です。 
このため、市民一人ひとりが主体的にまちづくりに関わることによって、地域コミュ

ニティやまちづくりを担う多様な主体の活性化を図り、都市内分権を進めることが重要

です。また、市政の計画・実施・評価のすべての段階における市民参加を促進し、市民

のニーズが的確に反映された、市民の満足度を高める施策の展開が求められます。さら

に、民間活力の積極的な導入やＩＴ化の推進、事務事業や組織体制の見直しなど、最少

の経費で最大効果のサービスを提供していく必要があります。 
 

（１）協働と分権 

市民一人ひとりが支え育て合う自立した社会を創り、誰もが住みよい地域社会の形

成を目指すため、協働と分権の視点に立ったまちづくりを進めます。このため、広報・

広聴活動の充実に努め、男女共同参画の理念を踏まえて、市民の市政への参画機会を

拡充するとともに、都市内分権を推進します。 

① 多様な主体の協働の推進 

② 市民の市政への参画機会の拡充 

③ 都市内分権による住民自治の充実 

 

（２）効率的な行財政運営 

市民一人ひとりが納得しうる質の高い市政運営を行うために、効率的・効果的な行

財政運営、職員の資質の向上、情報公開の推進、近隣市町村との連携などに努めます。 

① 持続的な都市経営を可能とする財政基盤の確立 

② 民間活力やＩＴを活用した最少経費で最大効果のサービス提供 

③ 既存事務事業の見直しと新たな行政ニーズに対応した取組の推進 

④ 適正な職員定数の管理 

⑤ 情報公開の推進 

⑥ 広域連携の推進 

 



 

Ⅱ 基本目標 

 
将来像を実現するため、分野別にまちづくりの基本目標を設定します。 
 
 
 
 
 

基本目標Ⅰ                      交通、都市基盤
 

人、自然、産業、文化…新しい都市の   
交流と発展を支える 質の高い交通・都市基盤をめざす  

 
都市の健全な発展と市民生活の利便性や快適性の向上、そして人、自然、産業、文化

など様々な交流の架け橋という観点から、骨格となる交通網の強化と質の高い都市基盤

の整備が重要となります。 
このため、さがみ縦貫道路、津久井広域道路等の早期整備を図るとともに、鉄道輸送・

バスネットワークの強化、新しい交通システムの導入等に取り組むことにより、高齢化

や日常生活圏の拡大に伴う多様な交通ニーズに対応した公共交通網の確立を目指します。

さらに、増え続ける自動車交通などを円滑に処理していくため、ＴＤＭ（交通需要マネ

ジメント）施策の推進に取り組み、交通渋滞の解消に努めます。 
また、新市の核としての中心市街地や多様な拠点の形成に向けた基盤整備を図るとと

もに、水源地域の保全と生活環境の向上のための上下水道の整備や、高度情報化に対応

する情報基盤の整備、公園等市民の憩いの場となる空間の整備、美しい都市景観の形成

等を進め、快適で魅力ある居住環境の創造を目指します。 
 

基本目標Ⅱ                        自然・環境

 
自然の豊かさを日常的に感じるまちをめざす  

新市の西部は広大な森林や清流、湖などみどり豊かな自然環境に恵まれており、神奈

川県の重要な水源地域となっています。また、自然と都市の融合や自然と人との共生を

まちづくりの基本に、日常的に暮らしの中で自然を身近に感じられるようにすることに

より、人々の自然に対する意識をより深いものとすることが求められています。 
このため、水源涵養、治水、保健休養等の森林の有する公益的な機能に配慮した保全

方策を推進するとともに、自然環境に対する意識を啓発し、河川、湖の水質の向上を図

るなど、水源地域の総合的な環境の向上を目指します。 
また、市街地周辺においても里山、谷戸が残っているほか、相模川などの水辺や斜面

林がみどりの軸を形成しており、市街地に残された貴重な平地林である木もれびの森や

都市公園、緑地としての農地などと良好なみどりを形成することにより、都市内部でも

自然を感じられるうるおいと風格のあるまちづくりを目指します。 
さらに、限られた資源を大切にする循環型社会の形成を目指すとともに、廃棄物の適

正処理を目的とした施設整備を行うなど、環境に配慮した取組みを進めます。

 



 

基本目標Ⅲ                   産業、観光、土地利用
 

地域経済を支えるために生活・自然環境と調和し、   
地域特性を活かした産業創生をめざす  

新市の活力ある発展とゆとりある豊かな市民生活の実現には、多様な産業の振興と計

画的な土地利用の推進が重要となります。 
このため、新たな産業の誘致や大学・研究機関、インキュベーション施設と連携した

工業振興に取り組むとともに、生活の核となる個性的・魅力的な商店街の形成を図りま

す。 
新市の各地域の歴史・文化などをはじめとする特性を観光資源として捉え、積極的な

情報発信に努め、観光の振興を図ります。特に、水源地域では、水辺環境や貴重な動植

物が生息する豊かな自然環境を保全しながら農林業の振興を図るとともに、文化・芸術

などの地域特性を活かした観光振興などにより、都市住民が自然とふれあう場を提供し

ます。 
また、さがみ縦貫道路や津久井広域道路の整備を踏まえた計画的な土地利用を進める

とともに、市街地の高度利用や農業・森林地域での適切な土地利用など、地域の状況に

応じた土地利用を図り、良好な居住環境の保全及び創造と秩序ある都市の発展を目指し

ます。 

 

基本目標Ⅳ           教育･文化、保健･医療･福祉、安全･安心
 

心の豊かさを育み、安心して活き活きとした   
市民生活の実現をめざす

活き活きとした安全・安心な市民生活を実現するためには、心豊かな人づくりや人に

やさしいユニバーサルなまちづくりが重要となります。 
このため、教育環境を充実し、地域固有の自然や歴史、文化などの資源を活用した体

験学習や郷土学習を通じてふるさと意識の醸成に努め、人間性豊かな教育の実現を目指

します。同時に、市民の自己実現の場としての文化、芸術活動の促進などにより、生き

がいや心の豊かさが実感できるとともに、医療機関や福祉施設と家庭、地域とが連携し

た保健･医療･福祉体制を確立することにより、だれもが安心して生活できる地域社会の

形成を目指します。 
また、市街地から山間部まで、その地域特性に応じた防災･防犯対策を進め、市民が安

全に安心して生活できるまちづくりを目指します。 

 



 

 
Ⅲ 合併シンボルプロジェクト 

 
新市の一体性を確保するため、シンボルとなる次のプロジェクトを推進する必要があります。 

 

 １ 地域連結夢プロジェクト

新市の生活や経済の活性化を支え、広

域的な交流や情報発信を進めるためのイ

ンフラとして、幹線道路の早期実現を図

るほか、鉄道網の充実に向けて津久井地

域への鉄道の延伸を促進し、新しい交通

システムの導入を検討します。これによ

り、交通の利便性、快適性の向上を推進

し、新市の一体化を図ります。 
 
【主な事業】 
 骨格幹線道路の整備（さがみ縦貫道路、津久井広域道路 など） 

バスネットワークの充実 
 新しい交通システムの導入検討 
 

 
水源地域の山、川、湖などの優れた自

然や地域固有の歴史、風土を守るととも

に、人と自然が共生し文化、芸術などと

親しめる環境を活用し市民のオアシスと

なる空間を創出します。また、都市部に

おいても、市民の憩いの場となる魅力あ

る快適空間の創出に取り組みます。 
 
【主な事業】 

自然に親しむ空間整備事業 
（森林ミュージアム・オートキャンプ 

 ２ 市民のオアシスプロジェクト

場・ハイキングコースの整備、グリーンツーリズムの促進 など） 
伝統文化の保存活用（フィールド・ミュージアム など）

 



 

 
新市は、まち(都市部)と水源や森林など

豊かな自然を併せ持つことから、その特色

を生かして観光や産業の振興を図るため、

多様なイベントを有機的に連携させ、観光

拠点の整備を進めるとともに、特産品を生

かした地場産業の振興を図ります。 
また、豊かな自然環境や、交通の利便性

など首都圏における立地特性等を活かして、

骨格幹線道路の整備に伴う周辺土地利用の

活性化を図り、企業誘致を進めるなど、産

業創生に取り組みます。 
 
【主な事業】 

 ３ まち＋水源地＝産業創生プロジェクト

 新たな産業の創出事業（企業立地基盤の整備と誘致、産学連携 など） 
産業と観光が連携した魅力ある観光地づくり（観光拠点整備推進事業 など） 

 
 

 
豊かな人間性を育む環境づくりを進めま

す。子どもから大人まで、あらゆる人が生

涯にわたって学習することができる機会を

提供することにより、生涯現役時代にふさ

わしい“生涯学習都市”を目指します。 
 
【主な事業】 
 生涯学習キャンパスの展開 

（(仮称)市民・大学交流センターの整備 
 など） 
生涯学習の新しいネットワークの構築 
（図書館、博物館、公民館、大学などの 

 ４ 市民キャンパスプロジェクト

ネットワーク化） 

 



 

 
全ての市民が豊かに暮らせるよう、安

全・安心なまちづくりを進めます。このた

め、保健、医療、福祉の充実を図ります。

また、地域コミュニティの強化を図り、住

民自らが地域を守るシステムを形成します。 
 
【主な事業】 
 総合的な保健・医療・福祉施策の推進 
（(仮称)北地区保健福祉センターの整 

備、特別養護老人ホーム等の整備促進 
など） 

 ５ 安全・安心ネットワークプロジェクト

防災、消防対策の強化 
（地域防災活動の支援、消防施設の整備、防災無線整備 など） 
安全・安心なまちづくりの推進 
（安全・安心まちづくり推進体制の構築、地域防犯活動の支援 など） 

 
 

 
都市内分権（分権型社会）を実現し、 

市民や民間団体、企業など地域社会を構 
成する様々な主体の協働による、自主的、

自律的なまちづくりを目指します。 
 
【主な事業】 
 市民主体の協働によるまちづくりの推進 
（さがみはらパートナーシップ推進指  

針・都市内分権の推進、 
コミュニティ活動への支援 など） 

 

 ６ パートナーシップ・都市内分権プロジェクト

 



協議第１１号 
 

特別職の身分の取扱いについて 
 

特別職の身分の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年８月８日提出 
 

            相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 

藤野町の常勤の特別職（教育長を含む。）及び執行機関の委員（農業委員会委員を除く。）

については、合併の期日の前日をもって失職する。 

 

 



参 考 

 

編入合併の場合における特別職の身分の取扱いについて 

 

 編入合併の場合における特別職の身分について、編入する市町村については、法人格がそ

のまま存続するため、特別職の身分に変動はなく、当該特別職の身分をそのまま保有する。 

また、編入される市町村については、法人格が消滅するため、特別職は失職することとな

る。 

 

※ 一般に、特別職とは、地方公務員法第３条第３項各号に規定する職をいい、具体的

には、市町村長、助役、収入役、議会の議員、消防団員、執行機関の委員として農業

委員、教育委員、選挙管理委員、附属機関の委員として総合計画審議会委員、環境審

議会委員などがある。 

 

 ※ 調整方針における「常勤の特別職（教育長を含む。）」とは、特別職のうち、市町村

長、助役、収入役及び教育長をいう。 

 

 ※ また、調整方針における「執行機関の委員（農業委員会委員を除く。）」とは、教育

委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、監査委員、公平委員

会委員をいう。 

 



常勤の特別職 常勤の特別職 常勤の特別職 常勤の特別職 常勤の特別職

○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期

人数 人数 人数 人数 人数

市長 1人 H17.1.31 ～ H21.1.30 町長 1人 H16.7.6 ～ H20.7.5 町長 1人 H16.12.23 ～ H20.12.22 １人 H16.10.26 ～ H20.10.25 １人 H17.7.29 ～ H21.7.28

H13.10.1 ～ H17.9.30

H16.4.1 ～ H20.3.31

収入役 1人 H16.11.25 ～ H20.11.24 収入役 1人 H14.11.1 ～ H18.10.31 収入役 1人 H14.12.17 ～ H18.12.16 収入役 １人 H17.1.1 ～ H20.12.31

教育長 1人 H16.10.1 ～ H20.9.30 教育長 1人 H14.10.1 ～ H18.9.30 教育長 1人 H13.10.1 ～ H17.9.30 １人 H15.10.1 ～ H19.9.30 １人 H14.10.1 ～ H18.9.30

常勤監査委員 1人 H17.4.1 ～ H21.3.31

○給料 ○給料 ○給料 ○給料 ○給料

市長 月額 町長 月額 町長 月額 月額 月額

助役 月額 助役 月額 助役 月額 月額 月額

収入役 月額 収入役 月額 収入役 月額 月額 収入役 月額

教育長 月額 教育長 月額 教育長 月額 月額 月額

常勤監査委員 月額

特別職の職員の現況比較

町長

助役

教育長

661,000

609,000

609,000

役職 役職

役職役職

任期

H21.3.31 助役

町長

教育長

助役

役職

役職

役職

役職

助役 2人 助役

602,000

552,000

任期

給料（円）

693,600

607,290

1人 H17.1.4 ～ H21.1.3

584,910

584,910

相模原市 城山町

935,000

804,000

804,000

653,000

津久井町 相模湖町

任期

1,142,000

給料（円） 給料（円）

824,000

任期

給料（円）

705,000

1人 H17.4.1 ～ １人 H16.4.1 ～ H20.3.31

藤野町

役職 任期

町長

－

教育長

役職 給料（円）

助役 １人 － －

町長 747,000

助役 602,600

558,000

教育長 558,000

参　考



執行機関の委員 執行機関の委員 執行機関の委員 執行機関の委員 執行機関の委員

○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期 ○人数・任期

人数 人数 人数 人数 人数

H13.10.1 ～ H17.9.30 H16.10.1 ～ H20.9.30 H14.10.1 ～ H18.9.30 H17.4.1 ～ H21.3.31 H17.1.20 ～ H21.1.19

H14.10.1 ～ H18.9.30 H16.11.20 ～ H20.11.19 H16.10.1 ～ H20.9.30 H16.10.1 ～ H20.9.30 H17.1.20 ～ H21.1.19

H15.10.1 ～ H19.9.30 H13.10.1 ～ H17.9.30 H16.10.1 ～ H20.9.30 H13.10.1 ～ H17.9.30 H14.6.13 ～ H17.9.30

H16.10.1 ～ H20.9.30 H15.10.1 ～ H19.9.30 H15.10.1 ～ H19.9.30 H14.10.1 ～ H18.9.30 H15.11.14 ～ H19.11.14

教育長 教育長 教育長 教育長 教育長

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H17.3.11 ～ H21.3.10 H17.5.8 ～ H21.5.7

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H17.3.11 ～ H21.3.10 H17.5.8 ～ H21.5.7

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H17.3.11 ～ H21.3.10 H17.5.8 ～ H21.5.7

H16.12.15 ～ H20.12.14 H14.3.28 ～ H18.3.27 H16.10.1 ～ H20.9.30 H17.3.11 ～ H21.3.10 H17.5.8 ～ H21.5.7

H16.8.1 ～ H20.7.31

H14.10.1 ～ H18.9.30

H15.8.1 ～ H19.7.31

常勤監査委員

H15.7.1 ～ H19.6.30

H17.5.19 ～ H19.4.29

H17.5.19 ～ H19.4.29

H15.4.1 ～ H18.3.31 H16.10.1 ～ H19.9.30 H16.7.1 ～ H19.6.30 H15.11.12 ～ H18.11.11 H15.6.14 ～ H18.6.13

H16.4.1 ～ H19.3.31 H14.12.4 ～ H17.12.3 H15.10.1 ～ H18.9.30 H17.3.14 ～ H20.3.13 H14.3.14 ～ H17.9.30

H17.4.1 ～ H20.3.31 H17.4.1 ～ H20.3.31 H15.10.1 ～ H18.9.30 H15.7.1 ～ H18.6.30 H16.12.13 ～ H19.12.12

相模湖町 藤野町

県へ委託

H18.12.31～

県へ委託

固定資産
評価審査
委員会委
員

3人3人

1人 ～

公平委員
会委員

固定資産
評価審査
委員会委
員

公平委員
会委員

職名

H15.5.8 ～ H19.5.7

教育委員
会委員

任期 任期

教育委員
会委員

5人

選挙管理
委員会委
員

4人

職名

5人

監
査
委
員

識見
者

1人

議員
選任

4人

H15.10.30

H15.1.1

選挙管理
委員会委
員

県へ委託

1人 ～ H18.8.13

議員
選任

1人

固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

職名 任期

教育委員
会委員

5人

選挙管理
委員会委
員

4人

公平委員
会委員

H14.8.14

固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

監
査
委
員

識見
者

議員
選任

2人

2人

監
査
委
員

識見
者

選挙管理
委員会委
員

4人

公平委員
会委員

3人

教育委員
会委員

5人

職名 任期

特別職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町

H17.10.25

H16.1.1監
査
委
員

識見
者

１人

議員
選任

１人

～ H19.12.31

H16.1.8 ～ H19.12.31

職名 任期

教育委員
会委員

5人

選挙管理
委員会委
員

4人

公平委員
会委員

県へ委託

H17.9.19

監
査
委
員

識見
者

１人 H14.6.11

議員
選任

１人 H15.9.22 ～

固定資産
評価審査
委員会委
員

3人

～ H18.6.10



○報酬 ○報酬 ○報酬 ○報酬 ○報酬

教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会

委員長 月額 168,000 委員長 年額 177,000 委員長 年額 169,000 委員長 年額 166,000 委員長 年額 172,300

委員 月額 144,500 年額 150,000 委員 年額 135,500 委員 年額 132,000 年額 142,800

委員 年額 144,000 委員 年額 135,600

選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会 選挙管理委員会

委員長 月額 86,000 委員長 年額 96,000 委員長 年額 92,000 委員長 年額 95,000 委員長 年額 91,800

委員 月額 66,500 委員 年額 75,000 委員 年額 70,500 委員 年額 68,000 委員 年額 68,300

補充員 日額 12,500 補充員 日額 10,000 補充員 日額 9,900 補充員 日額 8,600 補充員 日額 9,100

公平委員会 公平委員会 公平委員会 公平委員会 公平委員会

委員長 月額 54,000

委員 月額 49,500

監査委員 監査委員 監査委員 監査委員 監査委員

月額 168,000

委員(識見者) 月額 155,000 委員(識見者) 年額 280,900 委員(識見者) 月額 44,000 委員(識見者) 年額 180,000 委員(識見者) 年額 173,400

月額 64,500 年額 237,700 月額 28,600 年額 137,000 年額 138,700

日額 15,000 日額 8,500 日額 7,700 日額 8,100 日額 8,100

委員(議員選任) 委員(議員選任) 委員(議員選任)

特別職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町

県へ委託 県へ委託

職名 報酬（円） 職名 報酬（円） 職名

委員長職務代理

報酬（円） 職名 報酬（円）

固定資産評価審
査委員会委員

固定資産評価審
査委員会委員

固定資産評価審
査委員会委員

固定資産評価審
査委員会委員

県へ委託

委員(議員選任) 委員(議員選任)

代表監査委員

藤野町

県へ委託

固定資産評価審
査委員会委員

職名

職務代理

報酬（円）



協議第１２号 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年８月８日提出 
 

            相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
１ 藤野町の一般職の職員は、すべて相模原市の職員として引き継ぐ。 

 

２ 職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、公正に取り扱う。 



参 考 

 

編入合併の場合における一般職の職員の身分の取扱いについて 

 

１ 職員の身分 

市町村の合併の特例等に関する法律第１２条第１項において、「合併関係市町村は、

その協議により、市町村合併の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が

引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。」

と定められている。 

 

２ 給与・勤務条件等 

合併関係市町村の職員の任用制度、給与及びその他の勤務条件について、その現況

を比較検討し、十分事前に協議を重ねて、新市の発足後の任用制度、給与及びその他

の勤務条件に関して、合併前後で不均衡を生じないよう取り決めを行う必要がある。 



議会事務局職員 議会事務局職員 議会事務局職員 議会事務局職員 議会事務局職員

市長事務部局職員 町長事務部局職員 町長事務部局職員 町長事務部局職員 町長事務部局職員

選挙管理委員会事務局職員 選挙管理委員会事務局職員 選挙管理委員会事務局職員 選挙管理委員会事務局職員 選挙管理委員会事務局職員

監査委員事務局職員 監査委員事務局職員 監査委員事務局職員 監査委員事務局職員 監査委員事務局職員

消防職員 消防職員 消防職員 消防職員 消防職員

農業委員会事務局職員 農業委員会事務局職員 農業委員会事務局職員 農業委員会事務局職員 農業委員会事務局職員

※（　）内は、兼務分 ※（　）内は、兼務分

給料表 給料表 給料表 給料表 給料表

行政職給料表（1） 行政職給料表（1） 行政職給料表（1） 行政職給料表（1） 行政職給料表（1）

行政職給料表（2） 行政職給料表（2） 行政職給料表（2） 行政職給料表（2） 行政職給料表（2）

消防職給料表 医療職給料表（1） 医療職給料表（1） 医療職給料表（1）

※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1） 医療職給料表（2） 医療職給料表（2） 医療職給料表（2）

※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1） ※行政職給料表（1）

※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2）

　技能職員及び労務職員に適用 　技能職員及び労務職員に適用 ※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2） ※行政職給料表（2）

※消防職給料表 　技能職員及び労務職員に適用 　技能職員及び労務職員に適用 　技能職員及び労務職員に適用

　消防職に適用 ※医療職給料表（1） ※医療職給料表（1） ※医療職給料表（1）

　診療所に勤務する医師に適用 　診療所に勤務する医師に適用 　診療所に勤務する医師に適用

※医療職給料表（2） ※医療職給料表（2） ※医療職給料表（2）

　看護師、准看護師に適用

職員の定数（平成17年4月1日現在）

　他の給料表の適用を受けない職員に適用 　他の給料表の適用を受けない職員に適用

職員の定数（平成17年4月1日現在） 職員の定数（平成17年4月1日現在） 職員の定数（平成17年4月1日現在） 職員の定数（平成17年4月1日現在）

５級制

３級制 ３級制

８級制

定数(人)

津久井町 相模湖町

区分

126

3(3)

2(1)

2

教育委員会事務局及び学校
その他の教育機関の職員

19

　診療所に勤務する薬剤師、看護師及び准看
護師に適用

４級制４級制

　他の給料表の適用を受けない職員に適用 　他の給料表の適用を受けない職員に適用

合計 合計 合計 合計223

区分 区分 区分

５級制

301

８級制

４級制

８級制

3(1)

102

８級制

８級制

５級制

4

246

1

2

3

教育委員会事務局及び学校
その他の教育機関の職員

45

3(2)

3(3)

教育委員会事務局及び学校
その他の教育機関の職員

51

21

2,732

13

定数(人)

3

168

3(3)

13

605

10

551

3,945

教育委員会事務局及び学校
その他の教育機関の職員

藤野町

区分 定数(人)

一般職の職員の現況比較

定数(人) 定数(人)

相模原市 城山町

2

99

1

1

1

教育委員会事務局及び学校
その他の教育機関の職員

23

合計 127

８級制

５級制

３級制

４級制

　他の給料表の適用を受けない職員に適用

　看護師及び准看護師に適用する。

参　考



職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１）） 職階制（行政職給料表（１））

職員の定数（平成17年4月1日現在） 職階制（行政職給料表（１））

組合長の事務部局の職員

議会の事務局の職員

監査委員の職員

消防長の事務部局の職員

※（　）内は、兼務分

給料表

行政職給料表（1） ※派遣職員は除く

行政職給料表（2）

※行政職給料表（1）

　他の給料表の適用を受けない職員に適用

※行政職給料表（2）

　技能職員及び労務職員に適用

一般職の職員の現況比較
相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

その他の職員 54

係長級 104

区分

14

課長補佐級 17

副主幹級 20

主査級

課長補佐級 48

人数（人）

参事級 0

課長級

課長級

課長補佐級

区分 人数（人）

係長級

その他の職員

32

79

393

637

635

997

部長級

次長級

区分 人数（人）

部長級 5

課長級 13

主幹級 18

副主幹級 51

主査級 42

その他の職員 48

区分 人数（人）

参事級 7

課長級 29

課長代理級 9

15

その他の職員 29

計 2,773 計 177 計 251 計 95

津久井郡広域行政組合

区分 定数(人) 区分 人数（人）

【一部事務組合の現況】※津久井郡４町で構成する一部事務組合の職員の身分については、「津久井郡一部事務組合解散協議会」において協議を行っている。

86

3(3)

1(1)

111

合計 197

８級制

５級制

31

参事級 1

課長級 15

課長補佐級 32

係長級

計 132

主査級 12

その他の職員 41

区分 人数（人）

37

部長級 3

課長級 11

計 104

主査級 14

その他の職員 27

課長代理級 12

主幹級



協議第１３号 
 

条例、規則等の取扱いについて 
 

条例、規則等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 
 
  平成１７年８月８日提出 
 

            相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  
 
 
 相模原市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業等の調整を踏まえて、必

要に応じ規定の整理をする。 

 

 



 参 考 

 

編入合併の場合の条例、規則等の取扱いについて 

 

１ 編入されることとなる地方公共団体の法人格が消滅するため、当該団体の条例、規則等

は失効する。編入する地方公共団体の法人格はそのまま存続するため、当該団体の条例、

規則等は失効しない。 

 

２ 条例で定める必要のある税の不均一課税などの特例措置や編入されることとなる地方公

共団体にある公の施設等について編入する地方公共団体の施設として設置することを合併

協議会で定めた場合には条例、規則等の整備を行う必要がある。 

 

※ 条例とは、地方公共団体が、法令の範囲内において制定する法規をいう。 

条例によって制定しようとする内容は、地方公共団体の事務に属するものでなくては

ならないし、法令に違反するものであってはならない。また、義務を課し、又は権利を

制限するには、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例で規定しなくてはならな

い。 

  条例の制定・改廃は、議会の議決によって成立するのが原則である。 

 

※ 規則とは、地方公共団体の長が、地方自治法の規定に基づき、国の法令に違反しない限

りにおいて、その権限に属する事務について制定する法規をいう。また、地方公共団体の

長のほか、教育委員会、公平委員会等の執行機関も、その権限に属する事務に関して、国

の法令又は条例に違反しない限りにおいて、規則を制定することができる。 

 



参 考 

条例、規則等の現況比較 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

例規集登載 

 条例     ２０５本 

 規則     ３０９本 

 その他（告示等） 

 １７４本 

例規集登載 

 条例     １３４本 

 規則     １３８本 

 その他（告示等） 

          ８本 

例規集登載 

条例     １６２本 

 規則     １５３本 

その他（告示等） 

        ３３本 

例規集登載 

 条例     １１９本 

 規則     １２０本 

 その他（告示等） 

         ５２本 

例規集登載 

 条例     １３６本 

 規則     １３２本 

 その他（告示等） 

６７本 

 

 

 

 



協議第１４号 
 

事務組織及び機構の取扱いについて 
 
事務組織及び機構の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年８月８日提出 

 
            相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

１ 藤野町の役場は、合併前の役場における住民サービスを確保し、地域の拠点として、

窓口業務をはじめ、まちづくりや産業振興を支援する機能を持つ、総合的な事務所と

する。 

 

２ 藤野町の出先機関は、住民サービスの低下を招くことがなく、地域の特色を生かせ

る機能を持つ組織とする。 

 

３ 藤野町に設置されている附属機関は、相模原市の同種の附属機関に統合する。ただ

し、藤野町の地域性から設置されている附属機関は、現行のまま新市に引き継ぐ。 



参 考 

 

事務組織及び機構の取扱いについて 

 

１ 事務組織及び機構について 

  新市の事務組織及び機構の設置については、新市の市長又は市長職務執行者が行う

ことになるが、組織の構築については、合併関係市町村間で十分な協議を行った上で、

合併後の事務の執行に支障がないよう配慮し、効率的な事務処理ができるよう準備が

必要となる。 

  編入合併の場合、新市の組織や機構が編入される市町村の事務に対応できるよう必

要に応じて機構改革を行い円滑な事務引継ぎが求められる。 

  先進事例を見ると、合併協議で新市の事務組織及び機構についての整備方針を決め

ておき、具体的には専門部会などで新市の業務内容を明確にした上で、具体的な事務

組織及び機構について検討しているケースがある。 

 

２ 本庁組織について 

  新市の部（課）の設置については、地方自治法第１５８条第 1 項の規定に基づき条

例で定める。組織の編成の際は、自治体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なも

のになるよう配慮することとされている。 

 

３ 出先機関について 

  合併にあたり本庁と支所等の扱いについては、その設置、位置、名称、機構、業務

内容、所管区域等について合併関係市町村間で十分な協議を行い、支所又は出張所の

位置、名称及び所管区域について、地方自治法第１５５条第２項の規定に基づき条例

で定める。 

  新市の市役所と支所又は出張所で、合併前の市町村の行政サービスの維持のため、

旧市役所（役場）を「総合事務所」と位置付け、複合的な出先機関としているケース

がある。 

 

４ 附属機関について 

合併後の行政組織に関連して、附属機関についても統廃合の必要が生じるため、合

併関係市町村間で十分な協議が必要となる。 

編入合併の場合、原則として編入される市町村の附属機関はすべて廃止される。た

だし、編入される地域固有の附属機関として存続する必要がある場合は、新市におい

て新たに設置する必要がある。 



事務組織及び機構の整備方針 

 

１ 基本方針 

（１）合併後の事務組織及び機構については、住民福祉の向上を目指して、藤野町の役

場・支所等の機能を考慮する。 

  

（２）地域住民とのパートナーシップの観点から、それぞれの地域が有する個性や特徴

を活かした「まちづくり」の推進を図る。 

 

（３）各市町の管理部門その他の部門における政策企画の立案、内部管理に関する業務

等を統合し、行財政運営の効率化を図る。 

 

２ 個別方針 

行政の機能を次の３つに分類し、基本方針を踏まえ、合併後の本庁の組織、出先機

関などについて、整備を図る。 

区分 内容 具体例 

政策企画内部

管理機能 

企画、人事、財政等の

全体にかかる政策企

画、総合的な管理調整

などに関する事務を行

う。 

・ 総合計画、都市計画等の策定事務 

・ 予算編成、人事など内部管理事務 

・ 広域的・統一的な処理が必要な事務 な

ど 

（環境対策、廃棄物処理、幹線道路の整

備など） 

 

まちづくり 

支援機能 

良好な地域の維持・発

展に取り組むととも

に、住民と協働し、地

域自治の核となる行政

サービスの提供を行

う。 

・ 農業や観光などの地域産業の振興 

・ 地域独自のイベントの企画・運営 

・ 文化財の保存 

・ 公園や緑地などの維持管理 

・ 道路や下水道の維持・補修 

・ 自治会活動の支援 など 

 

住民サービス

提供機能 

身近な住民サービスの

提供を行う。 

・ 戸籍、住民基本台帳、国民健康保険、年

金関係などの届出の受付 

・ 戸籍、住民票、市税などの証明書の発行

・ 市税などの収納 

・ 市民相談 

・ 保健、福祉に関する相談 

・ 保健福祉サービスの提供 

（保育所入所、要介護認定、医療費助成

などの申請受付、保健師の訪問指導 な

ど） 

・ 教育相談 

・ 生涯学習活動の支援 など 

 



（１）本庁組織 

相模原市の本庁機能を基本として、藤野町の「政策企画内部管理機能」を統合す

る。 

 

（２）出先機関 

現在の藤野町の役場については、政策企画内部管理業務を除き、「まちづくり支援

機能」と「住民サービス提供機能」を担う組織とする。 

現在の藤野町の出先機関については、住民サービスの低下を招くことがないよう、

その機能を維持する。 

 

（３）附属機関 

附属機関については、それぞれの所掌事務等を十分に考慮し、同種のものは統合

する。ただし、地域性などから設置する必要があるものは、現行のまま引き継ぐ。 

 

（４）関連行政機関 

   藤野町において神奈川県が行っている行政サービスのうち、新市が行うものにつ

いては、現行のサービス内容を踏まえ、住民サービスの効果的、効率的な提供の観

点から必要な組織の設置に関し、県と協議を行う。 



事務組織の現況比較 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

（平成17年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

市長部局 

 秘書課 

 企画部 

（企画政策課始め10課 

3室） 

総務部 

（総務課始め6課3室） 

財務部 

（財務課始め７課） 

保健福祉部 

（保健福祉総務課始め14課 

1室） 

 保健所 

（地域保健課始め5課） 

 市民部 

（市民生活課始め18課1

室） 

 経済部 

（産業振興課始め4課1室） 

 環境保全部 

（環境対策課始め4課） 

 環境事業部 

（清掃総務課始め11課） 

 都市部 

（都市計画課始め8課） 

 建築部 

（建築総務課始め5課） 

 

（平成17年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 総務部 

（政策秘書課始め６課） 

 民生環境部 

（町民課始め５課） 

 建設経済部 

（都市計画課始め４課） 

 

議会部局 

 議会事務局 

 

教育委員会部局 

 教育部 

（教育総務課始め２課） 

 

監査委員部局 

 監査委員事務局 

 

選挙管理委員会 

農業委員会 

固定資産評価審査委員会 

 

 

以上４部２１課 

（平成17年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 合併対策室 

 企画政策室 

 総務課 

 財務課 

 税務課 

 防災課 

 町民課 

 契約検査課 

 健康福祉課 

 保険年金課 

 青根診療所 

 児童福祉課 

 中野保育所 

 中央保育所 

 串川保育所 

 串川東部保育所 

 青野原保育所 

 鳥屋児童保育園 

 青根児童保育園 

 都市計画課 

 産業経済課 

 環境課 

 建設課 

 上下水道課 

 

（平成17年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 企画財政課 

 総務課 

 合併推進課 

 税務課 

 町民課 

 健康福祉課 

 こども課 

 産業環境課 

 都市整備課 

 下水道課 

 会計課 

 

教育長部局 

 教育総務課 

 生涯学習課 

 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

議会事務局 

監査委員事務局 

 

 

以上０部１７課 

（平成17年4月1日現在） 

別添組織図のとおり 

町長部局 

 総務部 

 合併推進課 

企画課 

 総務課 

 税務課 

 民生部 

 町民課 

 牧野支所 

 佐野川支所 

 日連診療所 

 健康福祉課 

 日連保育所 

 産業建設部 

 まちづくり課 

 藤野やまなみ温泉 

 地域整備課 

 上下水道課 

 収入役室 

 

教育長部局 

 教育総務課 

 社会教育課 

 幼稚園 

 (小学校) 

 (中学校) 

 

参 考 

 



相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

 土木部 

（土木計画課始め8課3室） 

 会計課 

 

議会事務局 

（庶務課始め2課） 

 

教育委員会 

 管理部 

（教育総務課始め4課） 

 学校教育部 

（指導課始め4課） 

 生涯学習部 

（生涯学習課始め8課1室） 

 

選挙管理委員会事務局 

公平委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

固定資産評価審査委員会 

 

消防 

 消防本部 

（消防総務課始め6課） 

 消防署 

（相模原消防署警備課始

め6課） 

 

以上 

２０部１３３課１３課内室 

  串川支所 

 鳥屋支所 

 青野原支所 

 青根支所 

 中央出張所 

 会計課 

  

教育委員会 

 教育総務課 

 生涯学習課 

 生涯学習センター 

 学校給食センター 

 教育研究所 

 

議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

 

以上０部３９課 

 議会事務局 

監査委員事務局 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

固定資産評価審査委員会 

 

以上３部２２課 

 

 

 



（平成17年４月１日現在）
 ※　（　）内は調整定数で内書き
       〈　〉はチームまたはグループ

総 人 口 623,642   人
世 帯 数 世帯255,476

秘 書 課 7

相　模　原　市　行　政　機　構　図　　

面　  積 90.40 ｋ㎡

　　　　　＊チームは斜体文字

東京事務所 3
広 域 行 政 推 進 課 9 〈総務　計画　調整　合併準備〉

企 画 政 策 課 9

〈広聴〉
土 地 利 用 調 整 課 8

さがみはら都市みらい研究所　4
パートナーシップ推進課  6

統計室 16 〈統計解析　統計調査〉
(12)

〈文化振興　国際交流〉

広 聴 広 報 課 18
企 画 部

情 報 シ ス テ ム 課 32 情報化推進班　システム班
130

男 女 共 同 参 画 課 4
文 化 国 際 課 10

渉 外 課 4

総 務 課 17 法制班　文書係
情報公開室 6
市史編さん室 6

〈組織･定数　事務能率〉

職員研修室 5
(81)

行 政 シ ス テ ム 課 7
総 務 部

職 員 課 21 〈人事　制度企画　給与〉
160

助
 
 
役

職 員 厚 生 課 12 厚生係　健康管理係
検 査 課 5
防 災 対 策 課 5

財 務 課 20

管 財 課 33 管財係　庁舎管理係　車両管理係
　環境経済・建設〉

財 務 部 納 税 課 51 納税推進班　収納整理班　収納対策班
254 市 民 税 課 51 諸税証明班　賦課班

2,732 地 域 福 祉 課 13 〈地域福祉推進　民生〉

市
 
 
長

(16) 資 産 税 課 64

保 健 福 祉 総 務 課 6

南 市 税 事 務 所 18

(151) 保健福祉総合相談課 17 総合相談班　南保健福祉総合相談班 
地 域 医 療 課 21 地域医療係　医療給付係   
高 齢 者 福 祉 課 19 〈在宅サービス　施設　いきいき応援〉
介 護 保 険 課 45 保険班　認定班
こ ど も 育 成 課 13

大沼・南上溝・陽光台・谷口・大沢・

保健福祉部 保 育 課 22 〈計画推進　事業支援　運営支援〉
726 保育所 358
(8) 麻溝台・田名・南大野・相模原・東林・

上矢部・相原・文京・古淵・麻溝・
新磯・相武台

障 害 福 祉 課 20 〈総務　居宅生活・施設支援〉
相模原福祉事務所 63 管理係　保護班　福祉相談班
南 福 祉 事 務 所 36 管理係　保護班　福祉相談班
陽 光 園 64 総務班　療育相談室　第一陽光園

第二陽光園　第三陽光園

都市経営ビジョン推進室　４

〈報道･広報紙　インターネット・視聴覚〉

指 導 監 査 課 6

賦課班　土地評価班　家屋評価班
収納整理班　証明係

契 約 課 13 契約係　用度係

〈税制･財源　総務　民生･文教

こ ど も 施 設 課 12
こども家庭支援センター 7

〈計画推進　母子自立支援　手当支援〉



都 市 部
97

廃 棄 物 指 導 課 12
ご み 減 量 推 進 課 12

都 市 整 備 課 14 まちづくり推進班　麻溝台・新磯野整備班

環 境 対 策 課 10

公 園 課 22

〈ごみ減量　リサイクル〉

清 掃 総 務 課 8

(1) 〈計画･制度　管理　維持補修　整備〉

　　外国人登録　住居表示〉

新都市農業推進室　5

地 域 保 健 課 19 総務企画班　医事班
感染症予防班　精神保健・難病対策班

保 健 所
生 活 衛 生 課 26 食品衛生班　環境衛生班

168
衛 生 試 験 所 10

(1)
中央保健センター 79

保 健 予 防 課 32

南保健指導班

市 民 生 活 課 13
斎場 4

市民相談室 ８
戸 籍 住 民 課 53 〈調整　戸籍　住民基本台帳

〈啓発　計量〉

国 民 健 康 保 険 課 48 〈企画給付　賦課　収納〉
国 民 年 金 課 9
交通・地域安全課 10
消 費 生 活 課 5

相模原消費生活センター 2
北消費生活センター

市 民 部 橋 本 出 張 所 14
276 大 野 北 出 張 所 12
(4) 大 野 中 出 張 所 15

大 野 南 出 張 所 18
大 沢 出 張 所 7
田 名 出 張 所 7
上 溝 出 張 所 7
麻 溝 出 張 所 6
新 磯 出 張 所 6

　新事業創出･産学連携〉

助
 
 
役

相 模 台 出 張 所 12
相 武 台 出 張 所 6
東 林 出 張 所 11

産 業 振 興 課 14

農 政 課 15 〈農政　農産　農地整備〉

商 業 観 光 課 22 商業振興班　観光振興班
経 済 部

相模川自然の村
64

勤 労 福 祉 課 3
(2)

就職支援センター　2

環境保全部 環 境 保 全 課 20 〈調整　大気･騒音　水質･土壌〉
67 み ど り 対 策 課 13 〈みどりの基本計画推進　相模川計画推進〉

事業系ごみ対策課 8

管理係　業務係東 清 掃 事 業 所 16

清 掃 施 設 課 17

南 清 掃 工 場 57 管理係　施設係　操作係　処分地係
環境事業部

北 清 掃 工 場 39 管理係　施設係　粗大ごみ処理係
402

麻溝台収集事務所 104 管理係　収集第一係　収集第二係
(9)

収集第三係
橋本台収集事務所 98 管理係　収集第一係　収集第二係

収集第三係
相模台収集事務所 28 管理係　収集係

〈庶務・開発審査会　市街化調整区域

都 市 計 画 課 14
都 市 交 通 計 画 課 12
開 発 指 導 課 7
開 発 審 査 課 14

駐 車 場 対 策 課 12 〈自動車駐車場　自転車対策〉
相模大野駅周辺整備事務所　13 事業計画班　施設整備班

(１)

　一般廃棄物最終処分場整備　施設整備〉
〈施設計画　南清掃工場建替　　　

小田急相模原駅周辺整備事務所　8 

保健企画班　成人高齢者保護班　母子保健班

〈安全･安心企画調整　安全･安心推進〉

〈企画調整･融資　工業振興･企業誘致

〈環境対策　ISO推進〉

　市街化区域〉

〈交通計画　バス交通対策〉



〈住宅企画　入居管理　入居指導　
　建設施設管理〉

建 築 部

営 繕 課 21 〈建築　計画調整　設備〉

81

土木システム推進室 6

11 〈総務・建築許可　地域計画〉

住 宅 課 17
23 〈管理　審査　構造　査察　〉建 築 審 査 課

道 路 管 理 課 33 〈路政　境界　許認可･指導　整理推進〉

土 木 計 画 課 25 〈庶務　道路　下水道　指導
　技術調整　補償調整〉

240 道 路 補 修 課 32

道 路 整 備 課 25
土 木 部

下 水 道 整 備 課 27 〈庶務　汚水整備　雨水整備〉

(9) 下 水 道 管 理 課 26
下水道料金室 15 〈負担金・使用料　収納確保対策〉

〈庶務　施設管理　普及指導〉

河 川 整 備 課 12 〈管理　整備〉
南 土 木 事 務 所 31 〈庶務　道路補修　狭あい道路　下水道〉

収
入
役

会 計 課 16 〈審査Ⅰ　審査Ⅱ　経理〉

◎ 議 会 事 務 局 庶 務 課 7
21 議 事 調 査 課 13 議事班　調査班

教 育 総 務 課 14 総務企画班　職員係
学 務 課 22 学務係　学校経理係

管 理 部 学 校 保 健 課 10 保健係　給食係
106 南部学校給食センター 4
(20) 清新学校給食センター 4

◎
学 校 施 設 課 32 計画班　施設班　設備班

11
学校教育部

相模川自然の村野外体験教室  13    管理係　指導班
65

青少年相談センター 12

生 涯 学 習 課 15 企画・芸術文化班　成人教育班   
相模原市民ギャラリー 2

文化財保護室 7
ス ポ ー ツ 課 15 管理係　スポーツ係

総合体育館  3
551

北総合体育館  3
(25)

総合水泳場 2

教

育

委

員

会

指 導 課 27 企画研修班　教育指導班　支援教育班
教 職 員 課

青 少 年 課 5
生涯学習部 青少年学習センター  6

205 総合学習センター 33 学習支援班　研究・研修班   学習情報班
(6) 図 書 館 20 管理係　奉仕係

視聴覚ライブラリー 4
相 模 大 野 図 書 館 18 管理係　奉仕係
橋 本 図 書 館 18 管理係　奉仕係
博 物 館 15 管理係　学芸班

公民館  23
大沢・上溝・橋本・相原･小山・大野南・
新磯・麻溝・田名・大野北・大野中・
星が丘・清新・中央・相模台・相武台・
東林・横山・光が丘・大沼・上鶴間・
大野台・陽光台

小学校　158（55校）・中学校　24（27校）

7

(１)

国県道対策室 6

建 築 総 務 課
建 築 指 導 課

〈庶務　道路調査　道路補修　狭あい道路〉

〈庶務　都市計画道路　市道整備
　交差点改良　まちづくり道路〉



◎ 部局別組織数及び職員定数

※　（　）については、市長事務部局の職員が併任

◎ 助役の事務分担

◎ 選挙管 理委 員会 事 務 局 13
◎ 公 平 委 員 会  事    務    局
◎ 監 査 委 員 事 務 局 13 〈随時監査　定期監査〉

〈庶務　農地〉
◎ 固定資産評価審査委員会

消 防 総 務 課 12 総務企画班　施設班

◎ 農 業 委 員 会 事 務 局 10

防 災 課 8
予 防 課 10

　指令一部　指令二部　指令三部

予防指導班　危険物保安班
消 防 本 部

警 防 課 7
86

救 急 対 策 課 4

204
警 備 課

◎
指 令 課 24

195 管理係
本 署 　警備一部　警備二部　警備三部
分 署 　警備一部　警備二部　警備三部

（ 田名・淵野辺・緑が丘・上溝 ）
605

査 察 指 導 課 8 〈設備　査察〉
(3)

消
 
防

相 模 原 消 防 署

消 防 署 南 消 防 署 219
警 備 課 209 管理係

本 署 　警備一部　警備二部　警備三部
分 署 　警備一部　警備二部　警備三部

（麻溝台・相陽・東林・大沼・
　相武台・上鶴間）

査 察 指 導 課 9 〈設備　査察〉

北 消 防 署 92
警 備 課 86 管理係

本 署 　警備一部　警備二部　警備三部
分 署 　警備一部　警備二部　警備三部

（ 大沢・相原 ）
査 察 指 導 課 5 〈設備　査察〉

部     局     別
組        織        数

職員定数
部 課 係

（グループを含む）
班課内室

市 長 事 務 部 局 12 102 12 103 37 2,732
議 会 事 務 部 局 1 2 1 2 21
教 育 委 員 会 3 16 1 49 14 551
選挙管理委員会事務局 1 1 13
公 平 委 員 会 事 務 局 1 (5)
監 査 委 員 事 務 局 1 13

(2)
農 業 委 員 会 事 務 局 1
固定資産評価審査委員会

加山助役
経済部、環境保全部、環境事業部、都市部、建築部、土木部及び消防本部に属する
事務並びに農業委員会との連絡に関する事務

3,945
消 防 1 12

133 13 171合          計 20

山口助役
秘書課、企画部、総務部、財務部、保健福祉部、市民部及び会計課に属する事務並
びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価
審査委員会との連絡に関する事務

60
7 60517

10



195 人

自 立 研 究 班 2 人
ま ち づ く り 課

9 人

合 併 研 究 班

総 務 班

1

議 会

教育委員会

監 査 委 員

人

人

人

3

6 人

人

人

人

人

人

人

人

人

収 入 役 人

人

人

人

3

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

西 部 保 育 所 6

31
中 学 校 1

人

人

人

人

人

3

1

5

2

6

2

4

8

3

5

3

5

町 長 政 務 班

企 画 政 策 班
3 人

政 策 秘 書 課

総 務 課 人 事 厚 生 班

電 子 計 算 班11

財 政 班

財 務 課 管 財 班
51 人

総 務 部

契 約 検 査 班

資 産 税 班
税 務 課

9

福 祉 調 整 班
66

福 祉 推 進 課

保 険 年 金 班

環 境 班
環 境 防 災 課

防 災 交 通 班

人

人

人

保 健 予 防 班
保 健 推 進 課

健 康 づ く り 班

助 役 保健福祉センター

7

8

障 害 福 祉 班

子 育 て 支 援 班

中 央 保 育 所

26 人

児 童 セ ン タ －

高 齢 者 福 祉 班
高齢者福祉課

介 護 保 険 班
8

つ く し の 家

施 設 整 備 班
都 市 整 備 課

市 街 地 開 発 班

5

人36

平成17年4月1日現在

下 水 道 班13

道 路 河 川 班

施 設 管 理 課 公 園 緑 地 班

8

計 画 調 整 班

城山町行政機構図

民生環境部

建設経済部

人159

町 長

人

会 計 班

議 会 事 務 局 総 務 班

商 工 観 光 班
経 済 課

農 政 班
9

都 市 計 画 課

町 民 税 班
9

9

16

収 納 課 収 納 班

戸 籍 住 民 班

町 民 課 町 民 情 報 班

人

幼 稚 園
教 育 長

小 学 校
人

教 育 部

21

3

教 育 総 務 課 学 校 教 育 総 務 班

32

教育相談センター

社 会 教 育 班
生 涯 学 習 課

ス ポ ー ツ 班

公 民 館

小倉スポーツ広場

監査委員事務局 監 査 班

9

選 挙 管 理 委 員 会 事務担当：総務部総務課

固定資産評価審査委員会 事務担当：総務部収納課

農 業 委 員 会 事務局：建設経済部経済課

1

2

3

3

4

2

4

2

4

8

4

6

4

4

5

4

3

2

5

2

5

3

2

学校給食センター

交 通 企 画 班

（特別職３人含む）

4

3

4

4

4

7



　

津 久 井 町 行 政 組 織 図

(1) (1)

(1)

(2)

(課長1・専任主幹1・技幹1・
副主幹1)

(所長1・専任主幹1)

(1)

(1)

一般職（教育長除く）

4人

(1)

教 育 研 究 所

(1)

(事務局長1)

(2)

(所長1)

(1)

(12)

庶 務 係
学校給食センター

調 理 係

(1)

(課長1）
(4)

(課長1・副技幹1)

(5)

(3)

生 涯 学 習 係

ス ポ ー ツ 係

総 務 係

(1)

(課長1)

(2)

(1)

(3)

中 央 出 張 所

(課長1)

(3)

(4)

(2)

(4)

(3)

(3)

(3)

(1)

(3)

(課長1・課長補佐1)

(2)

(2)

産 業 経 済 課 工 務 係

商 工 観 光 係

(2)

(2)

(7)

(6)

(9)

(5)

串川東部保育所

(5)

(5)

(課長1)

(6)

(15)

(1)

(課長1・専任主幹1)

(4)

(5)

(8)

契 約 検 査 課 契 約 検 査 係

(課長1・専任技幹1）

住 民 税 係

(1)

(課長1)
(2)

防 災 係

消 防 交 通 係
防 災 課

(課長1・専任主幹2・主査1）

(7)

(5)

中 央 保 育 所

介 護 保 険 係
保 険 年 金 課

国 保 年 金 係

児 童 福 祉 課

(課長1)

平成17年4月1日現在職員数

政 策 調 整 班

電算システム係

合 併 対 策 班

(5)

特別職（教育長含む）

275人合 併 対 策 室 (9)

(室長1)
(3)

総 務 課

(2)

(2)

(3)

企 画 政 策 室 広 報 係

町 政 情 報 係

(3)

町 史 編 さ ん 係

総 務 係

職 員 係

財 政 係

教 育 総 務 課
学 校 教 育 係

教

育

委

員

会

庶 務 係
生涯学習センター

事 業 係

教
育
機
関

(所長1)

教

育

長

健 康 支 援 係

健 康 福 祉 課 保 健 係

事
務
局

(課長1) (8)納 税 係

(課長1)

(5)
生 涯 学 習 課

青 根 診 療 所

町

長

助

役

社 会 福 祉 係

町 民 課
戸 籍 住 民 係

湖 周 辺 地 域 係 (1)

串 川 小 学 校

根 小 屋 小 学校

中 野 小 学 校

串 川 保 育 所

中 央 小 学 校

鳥 屋 小 学 校 (1)

農 政 係

バ ス 交 通 係

青 根 小 学 校

児 童 福 祉 係

中 野 保 育 所

青野原小学校

中 野 中 学 校

(2)

(2)

(4)

(2)

(1)

(2)

青 野 原 中 学校

青 根 中 学 校都 市 計 画 課

串 川 中 学 校

鳥 屋 中 学 校

鳥屋児童保育園

青 野 原 保 育 所

庶 務 調 査 係
議 会 事 務 局

議 事 係

農 業 振 興 係
(事務局長1)

(1)農 地 係
農業委員会 事 務 局

監 査 委 員

環 境 課
公 園 緑 地 係

許 認 可 指 導 係

環境対策推進係

(2)

(3)

(2)

理
事
長

事 務 局 監 査 係

(事務局長1)

(財)津久井町開発公社 事 務 局

事 務 局固定資産評価審査委員会

国 県 道 係

水 道 係

下 水 道 業 務 係

下 水 道 工 務 係

事 務 局選 挙 管 理 委 員 会

会 計 課 出 納 係

上 下 水 道 課

用 地 係

工 務 係

(課長1・専任主幹1）

建 設 課 施 設 係

(課長1・専任技幹1)

林 政 係

青根児童保育園

計 画 指 導 係

串 川 支 所

収

入

役

青 野 原 支 所

青 根 支 所

鳥 屋 支 所

財 務 課

資 産 税 係

(2)管 財 係

(5)

(4)税 務 課



3 人

(うち併任３人)

(うち併任１人)

3 人

(うち併任２人)

(うち併任１人)

(うち併任２人)

平成17年4月1日現在
職員数　１０９人（特別職２人を含む）

3 人

工 務 班

1

2

人

人

2

(うち併任１人)
(うち併任１人)

人

2 人
2 人

業 務 班農業委員会事務局農 業 委 員 会

事務担当：税務課

2 人

3 人

選挙管理委員会事務局 書 記

(うち併任３人)

1

3 人 3 人

2

選 挙 管 理 委 員 会

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員

監査委員事務局 監 査 班

人

千 木 良 保 育 園

1 人

管 理 班

ま ち づ く り 班

人

人

人

1

1

介 護 保 険 班

与 瀬 保 育 園

児 童 班

子 育 て 支 援 班

老人福祉センター

3

3

国 保 診 療 所 3

健 康 福 祉 課

地 域 福 祉 班

人

健 康 づ く り 班

3

3

戸 籍 町 民 班

保 険 年 金 班

2

3

教育委員会

監 査 委 員

人16

議 会

(うち併任１人)

人

人

人

人

人

人

2 人

人

人

人

人

人

2

人

人

人

人

人

人

合 併 推 進 課

税 務 課

7 人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

(うち併任１人)

生 涯 学 習 班
生 涯 学 習 課

3

1

施 設 班
5 人

議 会 事 務 局

人

人

人

中 学 校 2

財 政 班

企 画 調 整 班

広 報 統 計 班

3

2

企 画 財 政 課

6 人

庶 務 人 事 班

10 人

総 務 課 契 約 管 財 班

防 災 交 通 班12

推 進 班

課 税 班

人

人

都 市 整 備 課

4

下 水 道 課

建 設 班6 人

業 務 班

人

89

町 長

人

人

（兼）収入役

こ ど も 課

17 人

7

助 役

相 模 湖 町 行 政 組 織 図

産 業 環 境 課

管 理 収 納 班
7

2

9

会 計 課 出 納 班

町 民 課

人

教 育 長
小 学 校

10

教 育 総 務 課 庶 務 管 理 班

人

幼 稚 園

学 校 教 育 班

庶 務 班

(うち併任１人)

1

2

7

3

1

7

4

1

環 境 班

2

2

相 模 湖 記 念 館

1

1

1

4

4

商 工 観 光 班 1

4

内 郷 保 育 園

農 林 班 3



122 人

4

人
人

人

人

人
人

人

人

人

産業建設部
27 人

2
3

人

人

7

1

3

水 道 班

収 入 役

1 人

議 会

教育委員会

1 人

教 育 長

23 人

人

人

人
人

人

人
人
人

人
人

人
5

5

1

9
2
1

3

2

1

人

人

人
人

人

人
人

人

人

人

14 人

事務担当：総務部税務課

1

教 育 総 務 課

事務局：産業建設部まちづくり課(2人兼務)

1 人

総務 ・学校教育班

中 学 校 ( １ 校 )

( 不 在 )

1

1
日 連 診 療 所

人

人

34
2

人

平成17年４月１日現在

道 路 工 務 班6
地 域 整 備 課 道路用地許認可班

1

地 域 振 興 班

環 境 都 市 交 通 班

ふじのやまなみ温泉

3

藤野町行政機構図

民 生 部
人

97
町 長

32 人
総 務 部

人

（特別職２人・県費職員１名を含む）

1

3

3
2

4

9

4

1

（合併推進課と兼務）

3

(運転手２、作業員１含)

庶 務 班

戸 籍 住 基 班
保 険 年 金 班

課 税 班
納 税 班

財 務 班
総 務 課

人

保 健 班

企 画 調 整 班

15 人

（合併推進課長と兼務）

町 民 課

福 祉 班

8

5

（育児休暇１含）

6

3

2

農 業 振 興 班
人

(監査と兼務)

7

1

社 会 教 育 班

人

6

税 務 課
人

介 護 保 険 班

出 納

人

健 康 福 祉 課

収 入 役 室
2 人

日 連 保 育 所

ま ち づ く り 課

8 人

人

13

小 学 校 ( ６ 校 )

社 会 教 育 課
4 人

幼 稚 園 ( １ 園 )

議 会 事 務 局

固定資産評価審査委員会

監査委員事務局

農 業 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

監 査 委 員

事務担当：総務部総務課(4人兼務)

(議会と兼務)

　　(局長＝議会と兼務)

人

(運転手４含)

(部長兼課長以外)

(県費職員１含)

上 下 水 道 課

下 水 道 工 務 班

下 水 道 庶 務 班

人

2

0

3

企 画 課
6 人

3 人
合 併 推 進 課 合 併 推 進 班

広 報 広 聴 班

（合併事務局へ派遣３含）

(部長兼課長以外)

佐 野 川 支 所

牧 野 支 所

人6



附属機関の現況比較 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市表彰審査委員会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 １年 

 津久井町表彰審査委員会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町表彰審査会 

○委員の数 １０人 

○委員任期 必要時に任命、終

了をもって解任 

藤野町表彰審査委員会 

○委員の数  ７人 

○委員任期  必要時に任命、

終了をもって解任 

相模原市総合計画審議会 

○委員の数 ２５人以内 

○委員任期 当該諮問に係る審

議が終了するまで 

城山町総合計画審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期 ２年 

津久井町総合計画審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町総合計画審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

 

藤野町総合計画審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期  ２年 

 

相模原市男女共同参画審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

    

 

相模原市米軍提供施設跡地利用

対策審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期 当該諮問に係る審

議が終了するまで 

    

相模原市情報公開審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町情報公開審査会  

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ３年 

  

 

 

 

 

 

相模原市個人情報保護審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町個人情報保護審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ３年 

津久井町情報公開・個人情報保

護審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

  

相模原市個人情報保護審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町個人情報保護審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ３年 

津久井町情報公開・個人情報保

護審査会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町情報公開・個人情報保

護委員会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 ２年 

藤野町情報公開・個人情報保護

委員会 

○委員の数  ７人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市市史編さん審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

    

 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市特別職報酬等審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 １年 

城山町特別職報酬等審議会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 必要時に任命終了

解任 

津久井町特別職報酬等審議会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 審議終了まで 

相模湖町特別職報酬等審議会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 必要時に任命終了

解任 

藤野町特別職報酬等審議会 

○委員の数  ７人 

○委員任期  必要の都度 

相模原市公務災害補償等審査会 

○委員の数 ３人以内 

○委員任期 ３年 

城山町公務災害補償等審査会 

○委員の数 ３人 

○委員任期 ３年 

 

 

 

相模湖町公務災害補償等審査会 

○委員の数  ３人 

○委員任期  ３年 

藤野町公務災害補償等審査会 

○委員の数  ３人 

○委員任期  ３年 

 城山町公務災害補償等認定委員

会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ３年 

津久井町公務災害補償等認定委

員会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ３年 

 藤野町公務災害補償等認定委員

会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ３年 

相模原市防災会議 

○委員の数 ５０人以内 

○委員任期 職の在任期間 

城山町防災会議 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

相模湖町防災会議 

○委員の数 １７人 

○委員任期  ２年 

藤野町防災会議 

○委員の数  １５人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市不動産評価委員会 

○委員の数 ５人以内 

○委員任期 ２年 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市社会福祉審議会 

○委員の数 ５０人以内 

○委員任期 ２年 

    

民生委員推薦会 

○委員の数 １４人 

○委員任期 ３年 

城山町民生委員推薦会 

○委員の数 ７人 

○委員任期 ３年 

津久井町民生委員推薦会 

○委員の数 １４人以内 

○委員任期 ３年 

相模湖町民生委員推薦会 

○委員の数 １４人 

○委員任期 ３年 

藤野町民生委員推薦会 

○委員の数 １４人 

○委員任期 ３年 

相模原市地域保健医療審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市介護認定審査会 

○委員の数 １５０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町介護認定審査会 

○委員の数 ８人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町介護認定審査会 

○委員の数 ９人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町・藤野町介護認定審査

会 

○委員の数  １０人以内 

○委員任期  ２年 

相模湖町・藤野町介護認定審査

会 

○委員の数  １０人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市墓地等紛争調停委員会 

○委員の数 ３人以内 

○委員任期 ２年 

    

 



 

 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市結核診査協議会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

    

相模原市感染症診査協議会 

○委員の数 ６人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市住居表示審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町住居表示審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

   

相模原市国民健康保険運営協議

会 

○委員の数 １３人 

○委員任期 ２年 

城山町国民健康保険運営協議会 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

津久井町国民健康保険運営協議

会 

○委員の数 １２人 

○委員任期 ２年 

相模湖町国民健康保険運営協議

会 

○委員の数  ６人 

○委員任期  ２年 

藤野町国民健康保険運営協議会 

○委員の数  ９人 

○委員任期  ２年 

相模原市駐留軍関係離職者等対

策協議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 １年 

 

 

 

 

 

 

  

   相模湖町町有林管理審議会 

○委員の数  ８人 

○委員任期  ４年 

 

 

 

相模原市環境審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町環境審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町環境審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

  

相模原市廃棄物減量等推進審議

会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市都市計画審議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町都市計画審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町都市計画審議会 

○委員の数 １５人 

○委員任期 ２年 

相模湖町都市計画審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

藤野町都市計画審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期  ２年 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

    藤野町営バス運営協議会 

○委員の数  ６人以内 

○委員任期  ２年 

相模原市開発審査会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

    

相模原市建築審査会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

    

相模原市屋外広告物審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市ホテル等建築審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市建築紛争調停委員会 

○委員の数 ６人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市住宅審議会 

○委員の数 ６人以内 

○委員任期 ２年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市下水道事業審議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町下水道運営審議会 

○委員の数 ７人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町下水道審議会 

○委員の数 １１人 

○委員任期 ２年 

相模湖町下水道審議会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

藤野町下水道審議会 

○委員の数  ９人 

○委員任期  ２年 

相模原市児童生徒災害見舞金審

査委員会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

    

 城山町立学校給食センター運営

委員会 

○委員の数 １７人以内 

○委員任期 ２年 

   

 



 

相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市社会教育委員 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

城山町社会教育委員 

○委員の数 １３人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町社会教育委員会 

○委員の数 １３人 

○委員任期 ２年 

相模湖町社会教育委員 

○委員の数 １３人 

○委員任期  ２年 

藤野町社会教育委員 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期  ２年 

 

 

 

城山町立公民館運営審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町公民館運営審議会 

○委員の数 １３人 

○委員任期 ２年 

相模湖町公民館運営委員会 

○委員の数 １０人 

○委員任期  ２年 

藤野町立公民館運営審議会 

○委員の数  ５人 

○委員任期  ２年 

相模原市文化財保護審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町文化財保護委員 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

津久井町文化財保護委員会 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

相模湖町文化財保護委員会 

○委員の数  ６人 

○委員任期  ２年 

藤野町文化財保護委員 

○委員の数  ９人 

○委員任期  ２年 

相模原市スポーツ振興審議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町スポーツ振興審議会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

津久井町スポーツ振興審議会 

○委員の数 ５人 

○委員任期 ２年 

  

相模原市青少年問題協議会 

○委員の数 ２０人以内 

○委員任期 ２年 

城山町青少年問題協議会 

○委員の数 １３人以内 

○委員任期 ２年 

津久井町青少年問題協議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期 ２年 

相模湖町青少年問題協議会 

○委員の数 １７人 

○委員任期  ２年 

藤野町青少年問題協議会 

○委員の数 １５人以内 

○委員任期  ２年 

    藤野町立児童館運営審議会 

○委員の数 １０人及び必要に

応じ若干名 

○委員任期  ２年 

相模原市立図書館協議会 

○委員の数 ６人 

○委員任期 ２年 

    

相模原市立博物館協議会 

○委員の数 １０人以内 

○委員任期 ２年 

    

相模原市消防賞慰金審査委員会 

○委員の数 ８人以内 

○委員任期 当該諮問に係る審

議が終了するまで 

    

 

 



協議第１５号 
 

慣行の取扱いについて 
 
慣行の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年８月８日提出 

 
相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

１ 市章は、相模原市のものに統合する。 

 

２ 市の花、木、鳥及び色は、相模原市のものに統合する。ただし、合併により改定の

必要があるものについては、新市において検討する。 

 

３ 市民憲章、市民憲章以外の憲章及び宣言並びに市の歌は、相模原市のものに統合す

る。ただし、合併により文言が新市の実情にそぐわなくなるものなどについては、新

市において新たな制定、修正等を検討する。 



参 考 

 

慣行の現況比較 

 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

章 

 

 

花 アジサイ つつじ ミツバツツジ 山ゆり フ ジ 

木 けやき もみじ ヤマモミジ 桂 カシワ 

鳥 ひばり メジロ うぐいす オシドリ ヤマセミ 

色 みどり なし なし 青 なし 



 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

市町民 

憲章 

相模原市民憲章 

 わたくしたち相模原市民は

相模野の広い台地 相模川の雄

大な流れ 先人より受け継いだ

開拓の精神や伝統を誇りとし

敬愛と協調を高め 住みよい風

格のあるまちへの 限りない発

展を願って この市民憲章を定

めます 

１ 青い空 あふれる 緑 澄

んだ水 うるおいのあるまち

をつくります 

１ いのちを大切にし思いやり

と笑顔で 明るいくらしを築

きます 

１ 心とからだをきたえ はげ

ましあい 希望をもって 働

きます 

１ ものをだいじにし きまり

や約束を守ることを誇りとし

ます 

１ おたがいに学びあい豊かな

市民の文化を育てます 

城山町民憲章 

 わたくしたちは、水と緑に町

民の健やかさがこだまする憩い

あるまち城山の限りない発展を

願って、この町民憲章を定めま

す。 

１ 水と緑を大切にし、住みよ

い環境をつくりましょう。 

１ 健康で仕事に励み、明るい

家庭をつくりましょう。 

１ お互いに助け合い、思いや

りの心を育てましょう。 

１ きまりや約束を守り、よい

習慣を育てましょう。 

１ 教養を高め、豊かな文化を

きずきましょう。 

津久井町民憲章 

わたくしたちは、丹沢山塊や

津久井湖の豊かな水と、歴史に

はぐくまれたこのふるさとを愛

し、限りない発展を願って、こ

こに町民憲章を定めます。 

１．緑と水を大切にし、豊かな

自然から学びましょう。 

１．きまりや約束を守り、心の

かよいあう町をつくりましょ

う。 

１．仕事をおこし、生きがいの

ある健康な家庭をつくりまし

ょう。 

１．学びあい、教養を深め、文

化の高い町にしましょう。 

１．手をつなぎあい、いたわり

あい、平和を守る心を育てま

しょう。 

相模湖町民憲章 

わたくしたちは、水と緑の美

しい自然に恵まれ、歴史と伝統

あるこの地を愛し、いつまでも

文化豊かな住みよい町にするた

めに、この町民憲章を定めま

す。 

１．森や水を大切にし、うるお

いのあるまちをつくりましょ

う。 

１．助け合いの心を持ち、福祉

のまちをつくりましょう。 

１．いのちを大切にし、あかる

いまちをつくりましょう。 

１．きまりをまもり、信頼でき

るまちをつくりましょう。 

１．教養を深め、文化の高いま

ちをつくりましょう。 

藤野町町民憲章 

わたくしたち藤野町民は、豊

かな自然と人間性を基調とし、

健康・ゆとり・人の和を合言葉

に 活力ある町の発展を目指し

て、ここに町民憲章を定めま

す。 

１．ふれあいを深め、助け合い 

住みよい町をつくりましょ

う。 

１．自分から心身をきたえ、健

康で明るい町をつくりましょ

う。 

１．能力と自然を活かした産業

を興し 豊かな町をつくりま

しょう。 

１．学び合い、歴史を守り 文

化の高い町をつくりましょ

う。 

１．知能をみがき、美しい環境

を活かし 活力にみちた町を

つくりましょう。 



 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

相模原市核兵器廃絶平和

都市宣言 
城山町非核平和都市宣言

津久井町核兵器廃絶平和

宣言 

相模湖町非核平和都市宣

言 
藤野町非核平和都市宣言 

さがみはら男女共同参画

都市宣言 
    

さがみはら男 平等憲章     女

    
水源文化都市・津久井宣

言 

   ゆとり宣言 ゆとり宣言 

さがみはら健康都市宣言
健康都市宣言（健康都市

しろやま） 
   

   敬老自治体宣言 敬老自治体宣言 

交通安全都市宣言     

相模原市環境宣言     

  津久井町子ども憲章   

相模原市農業 員会憲章     委

  明るい選挙推進の町宣言   

上記以外

の憲章・

宣言 

    
あいさつ運動宣言のまち

宣言 

 

 

 

 

 



 

区分 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町 

歌 

相模原市民の歌 

一．柴胡の原の昔より 

  希望輝く相模原 

  代代の恵みを地にうけ

て 

  幸あるわれら寄るとこ

ろ 

  光が招く明日が呼ぶ 

 

二．実りの波は野に丘に 

  夢も燃えたつ相模原 

  青雲高く生産の 

  平和のけむりたつとこ

ろ 

  建設の歌わきあがる 

 

三．ながれは清くゆうゆう

と 

  絵巻はひらく相模原 

  季節のいろをちりばめ

て 

  文化の花の咲くところ

  われらがまちに栄えあ

れ 

 

城山町民の歌「城山わがま

ち」 

みどり萌えたつ 城山

を 映してめぐる 相模

川  

ゆたかな土よ 湖よ

つつじ花咲き 空青く 

ああ ふるさとに 城

山に きょうも明るく

日が昇る 

 

とおい昔の 住居跡

戦国しのぶ 城のあと 

渡しの船と 高瀬舟

知恵で時代を 超えてき

た 

ああ ふるさとに 城

山に ほこる歴史の あ

とがある 

 

もみじ色増す 竜篭山

はるかに望む 丹沢よ 

伸びゆく力 ここに満

ち こころあわせて ひ

とすじに 

ああ ふるさとは 城

山は 明日をめざして

すすむまち 

なし なし なし 

 



協議第１６号 
 

公共的団体等の取扱いについて 
 
公共的団体等の取扱いについて、次のとおり協議を求める。 

 
平成１７年８月８日提出 

 
             相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  

 

 

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの団体の実情

を尊重しながら、次のとおり調整に努める。 
 
１ 共通の目的を持った団体は、原則として合併時に統合できるよう調整に努める。 
 
２ 共通の目的を持った団体で、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進

められるよう調整に努める。 
 
３ 独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 
  
 



参 考 
 

公共的団体等について 
 
 
１ 統合の必要性について 
  市町村の合併の特例等に関する法律第６５条第７項では、合併関係市町村の区域内に合

併後も各種の公共的団体等が存続することは、合併市町村の一体性の確立の面から好まし

くないという観点から、市町村合併に際して、その区域内の公共的団体等は統合整備を図

る必要があるとしている。 
 
２ 公共的団体等について 
  公共的団体等とは、農業協同組合、森林組合、商工会、商工会議所等の産業経済団体、

社会福祉協議会、社会福祉団体等の厚生社会事業団体、教育団体、文化団体、スポーツ団

体等、公共的活動を営むすべての団体を含み、法人たると否とを問わず、地方自治法第  
１５７条の公共的団体等とその範囲を同じくするものである。 

 
 
 



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

企画部会 相模原市国際化推進委員会 津久井国際交流の会

企画部会
相模原市米軍基地返還促進等
市民協議会

財務部会 相模原たばこ商業協同組合

保健福祉部会
（社福）相模原市社会福祉協
議会

（社福）城山町社会福祉協議
会

（社福）津久井町社会福祉協
議会

（社福）相模湖町社会福祉協
議会

（社福）藤野町社会福祉協議
会

保健福祉部会
（社福）相模原市社会福祉事
業団

保健福祉部会
相模原市福祉のまちづくり推
進協議会

保健福祉部会 相模原市保護司会
津久井地区保護司会城山町分
区

津久井地区保護司会津久井町
分区

津久井地区保護司会相模湖町
分区

津久井地区保護司会藤野町分
区

保健福祉部会 相模原地区更生保護女性会 津久井郡更生保護女性会 津久井郡更生保護女性会 津久井郡更生保護女性会 津久井郡更生保護女性会

保健福祉部会
相模原市社会を明るくする運
動実施委員会

保健福祉部会 相模原市戦没者遺族会 城山町遺族会 津久井町遺族会 相模湖町遺族会 藤野町遺族会

保健福祉部会 相模原原爆被災者之会

保健福祉部会 社団法人相模原市医師会 社団法人津久井郡医師会 社団法人津久井郡医師会 社団法人津久井郡医師会 社団法人津久井郡医師会

保健福祉部会 社団法人相模原地区病院協会 社団法人相模原地区病院協会 社団法人相模原地区病院協会 社団法人相模原地区病院協会 社団法人相模原地区病院協会

保健福祉部会 社団法人相模原歯科医師会 津久井郡歯科医師会 津久井郡歯科医師会 津久井郡歯科医師会 津久井郡歯科医師会

保健福祉部会 社団法人相模原市薬剤師会

保健福祉部会
社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

社団法人神奈川県柔道整復師
会（相模支部）

保健福祉部会
社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

社団法人神奈川県看護協会
（相模原支部）

主 な 公 共 的 団 体 等 の 現 況

参　考



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

保健福祉部会 相模原市老人クラブ連合会 城山町老人クラブ連合会 津久井町老人クラブ連合会 相模湖町老人クラブ連合会 藤野町老人クラブ連合会

保健福祉部会
社団法人相模原市シルバー人
材センター

城山町生きがい事業団 津久井町生きがい事業団 相模湖町生きがい事業団

保健福祉部会 相模原市母子寡婦福祉協議会 津久井町母子福祉会 藤野町母子福祉会

保健福祉部会
相模原市母親クラブ連絡協議
会

保健福祉部会 相模原市児童館連絡協議会

保健福祉部会
町立障害者地域作業所つくし
の家

町立障害者地域作業所津久井
町竹の子作業所

町立障害者地域作業所マーブ
リングハウス

共同作業所たんぽぽの家

保健所部会
相模原市食生活改善推進団体
わかな会

城山町食生活改善推進団体 津久井町食生活改善推進団体
相模湖町食生活改善推進団体
（津久志会）

藤野町食生活改善推進団体
(津久志会)

保健所部会
相模原市市民健康づくり普及
員連絡会

健康しろやま普及員 健康つくい普及員連絡会 健康さがみこ推進員 ふじのまち健康普及員

保健所部会
さがみはら市民健康づくり会
議

津久井町健康づくり推進協議
会

保健所部会
神奈川県公衆衛生協会相模原
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

神奈川県公衆衛生協会津久井
支部

保健所部会 相模原食品衛生協会 津久井食品衛生協会 津久井食品衛生協会 津久井食品衛生協会 津久井食品衛生協会

保健所部会 相模原市獣医師会 津久井郡獣医師会 津久井郡獣医師会 津久井郡獣医師会 津久井郡獣医師会

保健所部会 相模原環境衛生協会

市民部会 相模原市自治会連合会 城山町自治会連合会 津久井町自治会連合会
相模湖町内郷地区自治会連合
会

市民部会 相模の大凧文化保存会

市民部会 相模原市行政相談員連絡会

市民部会 相模原市人権擁護委員会

藤野町人権擁護委員及び行政
相談委員連絡会

城山町行政相談委員・人権擁
護委員連絡会

津久井町人権擁護委員等連絡
会

相模湖町人権擁護委員及び行
政相談委員連絡会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

市民部会
相模原市交通安全都市推進協
議会

城山町交通安全対策協議会 津久井町交通安全対策協議会 相模湖町交通安全対策協議会 藤野町交通安全対策協議会

市民部会 相模原交通安全母の会連合会

市民部会
相模原南交通安全母の会連合
会

市民部会 相模原連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会 津久井郡連合防犯協会

市民部会 相模原南連合防犯協会

市民部会 相模原防犯指導員連絡協議会

市民部会
相模原南防犯指導員連絡協議
会

市民部会 相模原市消費者団体連絡会

経済部会 相模原市商工会議所 城山町商工会 津久井町商工会 相模湖町商工会 藤野町商工会

経済部会
社団法人神奈川県信用保証協
会

社団法人神奈川県信用保証協
会

社団法人神奈川県信用保証協
会

社団法人神奈川県信用保証協
会

社団法人神奈川県信用保証協
会

経済部会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会 神奈川県企業誘致促進協議会

経済部会 相模原市商店会連合会

経済部会 相模原市観光協会 城山町観光協会 津久井町観光協会 相模湖観光協会 藤野町観光協会

経済部会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会 神奈川県観光振興対策協議会

経済部会 津久井湖遊船協会 津久井湖遊船協会 相模湖遊船協同組合 相模湖遊船協同組合



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

経済部会 津久井郡観光振興対策協議会 津久井郡観光振興対策協議会 津久井郡観光振興対策協議会 津久井郡観光振興対策協議会

経済部会 首都圏自然歩道連絡協議会 首都圏自然歩道連絡協議会

経済部会 東海自然歩道連絡協議会 東海自然歩道連絡協議会 東海自然歩道連絡協議会

経済部会
陣馬・相模湖ゴミ持帰り運動
推進協議会

陣馬・相模湖ゴミ持帰り運動
推進協議会

経済部会 相模湖魚族委員会 相模湖魚族委員会

経済部会
相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

相模原・津久井地域労働者福
祉協議会

経済部会
相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

相模原津久井労働災害防止団
体連絡協議会

経済部会
神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

神奈川県雇用開発協会（神奈
川支部）

経済部会 相模原市農業協同組合
津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

津久井郡農業協同組合
津久井郡農業経営近代化協会

経済部会 相模原市園芸連絡協議会 城山花き温室部会 津久井園芸特産物販売組合

経済部会
藤野町農産物直売所運営協議
会

経済部会
さがみはら農産物ブランド協
議会

相模湖町特産物推進協議会 佐野川茶生産組合

経済部会
相模原市水田農業推進協議会
会議

城山町地域水田農業推進協議
会

相模湖町水田農業推進協議会
藤野町地域水田農業推進協議
会

経済部会 相模原市果実組合 津久井町りんご生産組合

経済部会
相模原市農業体験学習推進協
議会

経済部会 相模原市市民農園運営協議会
城山町ふれあい農園運営協議
会

経済部会
さがみはら市民朝市運営協議
会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会

津久井郡農産物直売事業連絡
協議会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

経済部会 相模原市認定農業者連絡会

経済部会
相模原市経営・生産対策推進
会議

城山町農業経営・生産対策推
進会議

経済部会 相模原市花卉植木連絡協議会 城山町花き温室部会

経済部会 相模原市養蚕連絡協議会

経済部会
相模原市みどり組合連絡協議
会

経済部会 津久井町鳥獣被害対策協議会

経済部会
相模原市生活改善グループ連
絡会

城山町女性農業者連絡協議会

経済部会 相模原市酪農婦人むつみ会
津久井郡畜産振興協議会
川尻三畜産(酪農・養豚・養
鶏)

津久井郡畜産振興協議会
津久井町酪農振興協議会

津久井郡畜産振興協議会
内郷堆肥生産組合
相模湖酪農部

津久井郡畜産振興協議会
藤野町酪農振興会

経済部会 相模原用水組合連合会
広田水田組合
葉山島開拓事業組合

経済部会
相模原市大沢南部営農組合
相模原市田名西部営農組合

道志新田営農組合

経済部会 津久井郡農業振興協議会 津久井郡農業振興協議会 津久井郡農業振興協議会 津久井郡農業振興協議会

経済部会
津久井郡農業改良普及事業協
議会

津久井郡農業改良普及事業協
議会

津久井郡農業改良普及事業協
議会

津久井郡農業改良普及事業協
議会

経済部会 城山町農業振興協議会

経済部会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会 神奈川県治山林道協会

経済部会
神奈川県市町村林野振興対策
協議会

神奈川県市町村林野振興対策
協議会

神奈川県市町村林野振興対策
協議会

神奈川県市町村林野振興対策
協議会

経済部会 津久井郡森林組合 津久井郡森林組合 津久井郡森林組合 津久井郡森林組合

経済部会 津久井郡林業振興協議会 津久井郡林業振興協議会 津久井郡林業振興協議会 津久井郡林業振興協議会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

経済部会
神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

神奈川県土地改良事業団体連
合会

経済部会 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合 神奈川県農業共済組合

経済部会
神奈川県土地改良事業団体連
合県央支部

神奈川県土地改良事業団体連
合会津久井支部

神奈川県土地改良事業団体連
合会津久井支部

神奈川県土地改良事業団体連
合会津久井支部

神奈川県土地改良事業団体連
合会津久井支部

経済部会
相模原市農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

津久井郡農業経営改善支援セ
ンター

環境保全部会 相模原の環境をよくする会

環境保全部会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会 桂川・相模川流域協議会

環境保全部会 中道志川トラスト協会 中道志川トラスト協会

環境事業部会 相模原市美化運動推進協議会 城山町環境指導員連絡協議会 津久井町環境美化推進協議会
相模湖町環境美化推進委員連
絡協議会

都市部会 与瀬地域まちづくり協議会

都市部会
内郷東地区まちづくり推進協
議会

都市部会 小田急多摩線延伸促進協議会

都市部会
相模原市公共交通整備促進協
議会

都市部会
中央線立川駅以西連続立体化
複々線促進事業連絡会

中央線立川駅以西連続立体化
複々線促進事業連絡会

管理部会 相模原市公立小中学校長会 城山町校長会 津久井町小中学校校長会 相模湖町校長会 藤野町校長会

管理部会 相模原市公立小学校校長会 津久井郡小学校長会 津久井郡小学校長会 津久井郡小学校長会 津久井郡小学校長会

管理部会 相模原市立中学校長会 津久井郡中学校長会 津久井郡中学校長会 津久井郡中学校長会 津久井郡中学校長会

管理部会 相模原市公立小学校教頭会 城山町教頭会 津久井町小中学校教頭会 相模湖町教頭会 藤野町教頭会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

管理部会 相模原市立中学校教頭会 城山町教頭会 津久井町小中学校教頭会 相模湖町教頭会 藤野町教頭会

管理部会 相模原市学校保健会 津久井郡学校保健会 津久井郡学校保健会 津久井郡学校保健会 津久井郡学校保健会

管理部会 相模原市学校給食運営協議会

学校教育部会 相模原市青少年相談員協議会

生涯学習部会 相模原市文化協会 城山町文化協会 津久井町文化協会 相模湖町文化協会 藤野町文化協会

生涯学習部会 相模原市民交響楽団

生涯学習部会 相模原市民吹奏楽団

生涯学習部会 相模原市合唱連盟

生涯学習部会
相模原市地域婦人団体連絡協
議会

津久井町婦人会連絡協議会 相模湖町婦人団体連絡協議会

生涯学習部会
相模原市立小中学校ＰＴＡ連
絡協議会

城山町ＰＴＡ連絡協議会 津久井町ＰＴＡ連絡協議会 相模湖町ＰＴＡ連絡協議会 藤野町ＰＴＡ連絡協議会

生涯学習部会
相模原市女性学習グループ連
絡協議会

生涯学習部会 相模原市公民館連絡協議会

生涯学習部会 相模原市文化財研究協議会

生涯学習部会 相模原市民俗芸能保存協会

生涯学習部会
相模原市体育指導委員連絡協
議会

城山町体育指導委員連絡協議
会

津久井町体育指導委員協議会 相模湖町体育指導委員会 藤野町体育指導委員会

生涯学習部会
津久井町体育振興会連絡協議
会

生涯学習部会 財団法人相模原市体育協会 城山町体育協会 津久井町体育協会 相模湖町体育協会 藤野町体育協会



専門部会名 相模原市 城山町 津久井町 相模湖町 藤野町

生涯学習部会
相模原市青少年指導員連絡協
議会

城山町青少年指導員連絡協議
会

津久井町青少年指導員連絡協
議会

相模湖町青少年指導員連絡協
議会

藤野町青少年指導員連絡協議
会

生涯学習部会
相模原市青少年健全育成組織
連絡協議会

津久井町家庭･地域教育活性
化会議

藤野町青少年育成連絡協議会

生涯学習部会
相模原市子ども会育成連絡協
議会

城山町青少年育成団体連絡協
議会

津久井町子供会育成団体連絡
協議会

相模湖町子供会育成団体連絡
協議会

藤野町子ども会育成団体連絡
協議会

生涯学習部会 相模原市少年鼓笛バンド連盟 相模湖町青少年音楽隊

生涯学習部会 相模原ユースネットワーク

生涯学習部会
相模原市少年少女合唱団育成
会

津久井少年少女合唱団

生涯学習部会
ボーイスカウト・ガールスカ
ウト相模原連絡協議会

ボーイスカウト・ガールスカ
ウト

生涯学習部会
相模原シニア・リーダーズ・
クラブ

ジュニアリーダーズクラブ

生涯学習部会 城山の教育を考える会

農業委員会部会 農地保有合理化法人



報告第８号 
 
   各種事務事業の取扱いについて（Ｂ・Ｃランク）その１ 
 
 各種事務事業の取扱いについて、次のとおり報告する。 
 
  平成１７年８月８日提出 
 

相模原市・藤野町合併協議会会長 小川 勇夫  



 
調整方針一覧（Ｂランク） 

 
企画部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 総合計画策定事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、新総合計画の策定については、合

併後速やかに、新市の新たな策定方針に基づ

き着手する。 

なお、新総合計画が策定されるまでの間

は、相模原市の総合計画及び合併市町村基本

計画を基本とし、地域的な課題については、

町の総合計画を尊重しながら運用する。 

１ 

２ 電算システムの取扱い 

原則として相模原市のシステムに統合を

図る。 

なお、統合にあたっては、住民生活に影響

を及ぼすことのないよう、合併時に稼働が必

要なシステムを優先的に統合できるよう調

整する。 

３ 

 

総務部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊１

ページ

１ 職員厚生会・職員生協 

職員厚生会については、合併時に相模原市

の制度に統合する。 

なお、各種給付事業、基金等の取扱いにつ

いては、合併時までに調整する。 

職員生協については、現行のまま新市に引

き継ぐ。 

４ 

 



 

調整方針一覧（Ｃランク） 

 
企画部会 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２

ページ

１ 民間活力導入促進事業 合併時に相模原市の制度を適用する。 １ 

２ 
市町村合併を除く広域行

政に関する事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、八王子市及び上野原市との交流に

ついては、両市の意向を確認し、新市に引き

継ぐ。 

３ 

３ 
パブリックコメントの実

施 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ５ 

４ 
ＹＵＩタウンプロジェク

ト 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、行政の関わり方、支援のあり方等

については新市において引き続き検討する。 

６ 

５ 
地域再生プログラム（旧

篠原小・旧菅井小） 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ７ 

６ 一万段階段プロジェクト 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、新市において事業の実現性等につ

いて引き続き検討する。 

８ 

７ 
都市経営ビジョン推進事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ９ 

８ 行政評価 合併時に相模原市の制度を適用する。 １０ 

９ 東京事務所の運営 現行のまま新市に引き継ぐ。 １１ 

１０ 
パートナーシップ推進事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 １２ 

１１ 

さがみはら市民活動サポ

ートセンター管理運営事

業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、津久井地域への活動の場の設置につ

いては、合併後新市において検討する。 

１３ 

１２ 
大学機能活用方策調査研

究事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 １４ 

 



 

番号 事務事業名 調整方針 
別冊２

ページ

１３ まちづくり助成事業 

合併時に廃止する。 

なお、経過措置として、合併の際すでに助

成金を交付している事業については、交付期

間が最長 4 年間となっているため、この期間

内は旧藤野町の交付基準に基づき、継続助成

の審査を行い、決定時には助成金を支給す

る。この後は、事業の内容により、相模原市

の街美化アダプト制度又はパートナーシッ

プ事業助成制度に移行する。 

１５ 

１４ 公共用地対策の調整 合併時に相模原市の制度に統合する。 １６ 

１５ 
公有地の拡大の推進に関

する法律に関する事務 

中核市事務により、合併時に相模原市の制

度に統合する。 
１７ 

１６ 
国土利用計画法に関する

事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １８ 

１７ 
特定地域土地利用計画に

関すること 
現行のまま新市に引き継ぐ。 １９ 

１８ 
県土地利用調整条例に関

する事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ２１ 

１９ 生産緑地法に関する事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２２ 

２０ 広報紙発行事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２３ 

２１ 
ビデオ・テレビ・ラジオ

広報 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２４ 

２２ 点字・声の広報発行事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２５ 

２３ 新聞広告による広報 合併時に相模原市の制度を適用する。 ２６ 

２４ インターネット広報 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２７ 

２５ 暮らしのガイド発行事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ２８ 
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２６ 
「さがみはらマップ」発

行事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ２９ 

２７ 
市勢要覧・市の概要発行

事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ３０ 

２８ 市政情報誌発行事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３１ 

２９ 
「今 ふれあいのあるま

ちづくり」発行事務 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ３２ 

３０ 地域市政懇談会 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３３ 

３１ 市政世論調査 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３４ 

３２ 市政モニター 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３５ 

３３ 市内施設めぐり 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３６ 

３４ 市民と市長が語る会 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３７ 

３５ こども議会 合併時に相模原市の制度を適用する。 ３８ 

３６ 

わたしの提案（市長への

手紙）、陳情等に関する事

務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ３９ 

３７ 
電子計算組織等の維持管

理 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４０ 

３８ 行政事務情報化事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４１ 

３９ 地域情報化事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、施設予約システムについては、合

併後速やかに相模原市の制度を適用する。 

４２ 

４０ 統計解析事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、データの一元化作業については、

時間と労力を要する作業のため、合併後速や

かに統合する。 

４３ 

４１ 
統計グラフコンクール事

業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ４４ 
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４２ 国委託統計調査 合併時に相模原市の制度に統合する。 ４５ 

４３ 
県委託統計調査及び登録

調査員事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ４７ 

４４ 文化行政推進事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、統合にあたっては、地域性を十分に

尊重する。 

４８ 

４５ 相模原市民文化財団経費 現行のまま新市に引き継ぐ。 ４９ 

４６ 文化施設管理運営事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５１ 

４７ 国際交流事業 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

ただし、駐日オーストリア大使館との国際

交流活動の継続については、同大使館の意向

を確認し、新市に引き継ぐ。 

５３ 

４８ 
国際交流ラウンジ管理事

業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ５４ 

４９ 
銀河連邦サガミハラ共和

国事業 
合併時に相模原市の制度を適用する。 ５５ 

５０ 国際交流基金の運用管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ５６ 

５１ ふるさと芸術村構想事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、事業規模、事業内容等については、

新市において検討する。 

５７ 

５２ 
アーティスト・イン・レ

ジデンス事業 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

ただし、事業規模、事業内容等については、

新市において検討する。 

５８ 

５３ 
男女共同参画に関する事

業 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ５９ 

５４ 
男女共同参画推進センタ

ー管理運営事業 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ６０ 

５５ 平和思想普及啓発事業 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６１ 

５６ 基地対策事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 ６２ 
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１ 
褒賞及び表彰事業（職員

表彰を除く） 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６４ 

２ 私学振興に関する事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ６６ 

３ 情報公開に関する事務 合併時に相模原市の制度に統合する。 ６７ 

４ 
個人情報の保護に関する

事務 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ６８ 

５ 
行政資料の収集、管理及

び提供事務 

合併時に相模原市の制度に統合する。 

なお、藤野町の保有する配架資料は、現相

模原市行政資料コーナーで配架するととも

に、藤野町の行政資料コーナーにおいても、

新市としての主要な行政資料の配架及び有

償刊行物の販売を行う。 

６９ 

６ 市史編さん事業 合併時に相模原市の制度に統合する｡ ７０ 

７ 
（財）相模原市都市整備

公社補助金 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

なお、公益法人そのものの調整方針につい

ては、別途、協議事項「一部事務組合等の取

扱い」の中で決定する。 

７２ 

８ 外部監査に関する事務 合併時に相模原市の制度を適用する。 ７３ 

９ 
市民ロビー相模大野負担

金に関する事務 
現行のまま新市に引き継ぐ。 ７４ 

１０ 職員定数の管理 
新市における職員定数管理計画について

は、合併後速やかに新市において策定する。 
７５ 

１１ 事務改善制度 合併時に相模原市の制度に統合する。 ７６ 

１２ 

研修所研修事業（階層・

特別・国内・海外・自己

啓発・交流） 

合併時に相模原市の制度に統合する。 ７７ 

１３ 
職員の公務災害及び通勤

災害 
合併時に相模原市の制度に統合する。 ７９ 

１４ 職員の福利厚生 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８０ 
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１５ 職員会館の維持管理 現行のまま新市に引き継ぐ。 ８１ 

１６ 職員の健康管理 合併時に相模原市の制度に統合する。 ８２ 

 



その他 
 

（１）今後の協議会開催日程（案）について 
 

 
第４回相模原市・藤野町合併協議会（予定） 
 
◇ 日 時：平成１７年１０月１７日（月）午後１時３０分から 
◇ 場 所：県立藤野芸術の家 クリエーションホール 
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